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別紙

防衛装備庁における原価監査事務に関する訓令に係る事務要領

目次

第１章 総則（第１条－第５条）

第２章 要原価監査契約（第６条－第１８条）

第３章 原価監査の準備（第１８条－第２４条）

第４章 原価監査の実施等（第２５条－第３７条）

第５章 原価監査の報告及び審査（第３８条－第４２条）

第６章 雑則（第４３条－第４７条）

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この事務要領は、防衛装備庁における原価監査事務に関する訓令（平成２７

年防衛装備庁訓令第３６号。以下「訓令」という ）第１８条に基づき、装備品等。

及び役務に係る契約の原価監査事務（以下「原価監査事務」という ）に関し必要。

な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この事務要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、訓令に定めるもの

のほか、当該各号の定めるところによる。

、 、 、 、⑴ 大臣官房長等 防衛省大臣官房長 施設等機関の長 統合幕僚長 陸上幕僚長

海上幕僚長、航空幕僚長、情報本部長、防衛監察監及び地方防衛局長をいう。

、 、 、 、⑵ 地方防衛局等 北海道防衛局 北関東防衛局 南関東防衛局 近畿中部防衛局

中国四国防衛局、沖縄防衛局、東海防衛支局、長崎防衛支局、郡山防衛事務所、

、 、 。宇都宮防衛事務所 舞鶴防衛事務所 岐阜防衛事務所及び玉野防衛事務所をいう

⑶ 補助者 中央調達における支出負担行為担当官等の補助者の任命について（装

管調第５７５３号。令和６年３月２９日）第４項の規定により任命された者であ

って、地方防衛局等に所属する者のうち最上位の者をいう。

⑷ 原価管理官 調達管理部の原価管理官をいう。

⑸ 物別官 調達事業部需品調達官、調達事業部武器調達官、調達事業部電子音響

調達官、調達事業部艦船調達官、調達事業部航空機調達官及び調達事業部輸入調

達官をいう。

⑹ 物別室長 調達事業部需品調達官付試作・基盤強化措置室長、調達事業部需品

調達官付機械車両室長、調達事業部武器調達官付弾火薬室長、調達事業部電子音

響調達官付通信電気室長、調達事業部電子音響調達官付電子計算機室長、調達事



業部艦船調達官付誘導武器室長、調達事業部航空機調達官付航空機部品器材室長

及び調達事業部輸入調達官付有償援助調達室長をいう。

⑺ 物別官室長 物別官及び物別室長をいう。

⑻ 算定事務要領 防衛装備庁における予定価格算定事務に関する訓令に係る事務

要領について（装管原第２７７号。２７．１０．１）をいう。

⑼ 契約事務要領 契約事務に関する訓令に係る事務要領について（装管調第２５

２号。２７．１０．１）をいう。

⑽ フロアチェック 契約の相手方が提出等する資料の信頼性確保のための施策に

ついて（防経装第４６２７号。２５．３．２９。以下「次官通達」という ）に。

定めるフロアチェックをいう。

⑾ 対象原価部門 加工費率（調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令（昭

和３７年防衛庁訓令第３５号）第６７条第１項に規定する加工費率をいう ）が。

設定されている原価部門をいう。

（原価監査及び原価監査の種類）

第３条 原価監査とは、契約条項等に基づき実際原価又は実際価格に関し諸記録を調

査し、必要に応じ事実を確認して当該実際原価又は当該実際価格の適否の審査を行

うことをいう。

２ 原価監査の種類は、継続原価監査（以下「継続監査」という ）及び最終原価監。

査（以下「最終監査」という ）に区分し、次の各号に定めるところによるものと。

する。

⑴ 継続監査とは、原価監査対象期間中における実際原価又は実際価格の発生額に

ついて、費用が計上される期間ごとにとりまとめて継続して原価監査を行うこと

をいう。

⑵ 最終監査とは、原価監査対象期間中における実際原価又は実際価格の発生総額

についてとりまとめて原価監査を行うことをいう。

（原価監査の基準及び範囲）

第４条 原価監査の基準は、この事務要領に定めるもののほか、訓令、次官通達及び

契約の相手方が提出等する資料の信頼性確保のための施策実施要領に関する細部事

項について（装管調第８２号。２７．１０．１。以下「長官通知」という ）並び。

に調達管理部長が定める原価監査実施準則、契約条項等及び仕様書等によるものと

し、原価監査の範囲は、第９条に定める原価監査実施要領に定めるところによる。

（原価監査事務の総括）

第５条 原価管理官は、関係の物別官室長及び補助者と緊密な連携を保ち、必要な調

整を行い、原価監査事務の統一を図るとともに原価監査の実施状況について明らか

にしておくものとする。

２ 補助者は、所掌事務の一部を分掌させるために置いている地方防衛局等の補助者



と緊密な連携を保ち、円滑な原価監査の事務処理に努めるものとする。

第２章 要原価監査契約

（契約締結の通知）

第６条 物別官室長は、原価監査を行う契約（以下「要原価監査契約」という ）を。

締結した場合（契約の変更により新たに要原価監査契約となった場合を含む ）に。

は、速やかに要原価監査契約通知書を作成し、当該通知書に所要部数の契約書（契

約の変更により新たに要原価監査契約となった場合は、変更契約前の契約書及び変

更契約書）の副本及び算定事務要領第２９条に定める計算価格の詳細がわかる資料

を添付して原価管理官に送付するものとする。

２ 前項に規定する要原価監査契約通知書の様式は、別記様式第１号に定めるとおり

とする。

（要原価監査契約の内容の確認等）

第７条 原価管理官は、前条の通知を受けた場合には、速やかに原価監査の実施につ

いて必要な事項の確認を行わなければならない。この場合において、次の各号に掲

げる場合には、所掌の物別官室長と必要な調整を行うものとする。

⑴ 契約条項等及び仕様書等の記載内容の解釈について必要があると認める場合

⑵ 原価費目の取扱い及び原価集計の方法等の基準について必要があると認める場

合

⑶ 当該契約に係る監督・検査について原価監査の実施上必要があると認める場合

（原価監査処理状況の記録整理）

第８条 原価管理官は、前条の確認を終えた場合には、原価監査の処理状況を把握す

るため、記録整理を行うものとする。

（原価監査実施要領の作成）

第９条 原価管理官は、第７条の規定により要原価監査契約について内容の確認を終

えた場合には、速やかに当該契約に係る原価監査実施要領を作成するものとする。

２ 前項に規定する原価監査実施要領には、次の各号に掲げる事項のうち必要と認め

る事項について記載するものとする。

⑴ 作成番号

⑵ 調達要求番号

⑶ 契約品名

⑷ 契約相手方

⑸ 契約方法の区分

⑹ 原価監査担当区分

⑺ 適用する規則類

⑻ 原価監査費目の範囲

⑼ 原価監査の対象期間



⑽ 原価監査報告書の提出期限

⑾ その他必要事項

（原価監査の通知）

第１０条 原価管理官は、前条の規定により原価監査実施要領を作成した場合には、

原価監査の実施について補助者に通知するため、速やかに原価監査担当区分通知書

（以下「区分通知書」という ）を作成し、契約書の副本、原価監査実施要領、算。

定事務要領第２９条に定める計算価格の詳細がわかる資料その他必要書類を添付の

、 。 、 、上 所掌の補助者に送付するものとする ただし 次の各号の一に該当する場合で

区分通知書によることが適当でないと認めるときは、当該区分通知書に代わる文書

をもって通知することができる。

⑴ 直接原価のうち、特定の原価費目について契約ごとの賦課額を適正に決定する

ため、継続して原価監査を行う必要があると認める場合

⑵ 特別の理由により、特定の原価費目について原価監査を行う必要があると認め

る場合

２ 第１項に規定する区分通知書の様式は、別記様式第２号に定めるとおりとする。

３ 原価管理官は、原価監査実施要領を所掌の物別官室長に送付するものとする。

４ 物別官室長は、前項により原価監査実施要領の送付を受けた場合は、内容を確認

し、必要に応じて原価管理官と協議するものとする。

（原価監査の指令）

第１１条 補助者は、前条第１項の規定により区分通知書又は区分通知書に代わる文

書（以下「区分通知書等」という ）による原価監査の通知を受けた場合には、速。

やかに当該区分通知書等に基づき原価監査指令書を作成し、当該区分通知書等に添

付された書類を添付の上、原価監査官及びその他の職員に原価監査の指令を行うも

のとする。

２ 補助者は、前項の指令を行う際に必要がある場合には、原価管理官と協議するも

のとする。

３ 前２項の規定は、第１項の規定により原価監査の指令を行った後に当該指令につ

いて変更（取消しを含む ）を行う場合について準用する。この場合において 「指。 、

令」とあるのは「変更指令」と読み替えるものとする。

４ 第１項及び前項に規定する原価監査指令書及び原価監査変更指令書の様式は、別

記様式第３号及び別記様式第４号に定めるとおりとする。

（原価監査の特例）

第１２条 原価管理官は、調達事業部において原価監査を行うことが適当と認める場

合には、原価監査指令書を作成し、契約書の副本、原価監査実施要領その他必要な

書類を添付の上、調達事業部に所属する職員に交付することにより原価監査の指令

を行うものとする。



２ 原価管理官は、前項の指令を行うに当たり当該要原価監査契約を担当する物別官

室長と原価監査の実施の可否について協議するものとする。

３ 前２項の規定は、原価監査の指令を行った後に当該指令について変更（取消しを

含む ）を行う場合に準用する。この場合において 「指令」とあるのは「変更指令。 、

」と読み替えるものとする。

４ 第１項及び前項の原価監査指令書及び原価監査変更指令書の様式は、別記様式第

３号及び別記様式第４号に定めるとおりとする。

（契約の変更に伴う措置等）

第１３条 第６条の規定は、要原価監査契約に係る契約の内容について変更があった

（ 、 。） 。場合 契約の変更に伴い 要原価監査契約でなくなった場合を含む に準用する

この場合において、第６条第１項中「契約」とあるのは「変更契約」と 「要原価、

監査契約通知書」とあるのは「要原価監査契約変更通知書」と 「契約書」とある、

「 」 。 、 、のは 変更契約書 と読み替えるものとする ただし 次項に規定する場合を除き

契約事務要領第２５４条により契約に関する変更通知書を原価管理官に送付した場

合は、要原価監査契約変更通知書の作成を省略することができる。

２ 物別官室長は、確定目途日若しくは資料等の提出日の変更を行った場合、納期の

変更を行った場合又は納期の猶予が承認された場合には、当該変更等に係る必要書

類を添付の上、原価管理官に送付するものとする。なお、原価監査の対象期間及び

原価監査報告書の提出期限を変更する必要があるときは、要原価監査契約変更通知

書の変更内容欄に変更後の内容を記載するものとする。

３ 第７条から前条までの規定は、第１項の通知を受けた場合又は第１項ただし書の

送付を受けた場合に準用する。この場合において、第９条、第１０条及び第１２条

中「原価監査実施要領」とあるのは「原価監査変更実施要領」と、第１０条中「原

価監査担当区分通知書」とあるのは、原価監査担当区分に変更がある場合は「原価

監査担当変更区分通知書」と、原価監査担当区分に変更がない場合は「原価監査変

更実施要領通知書」と読み替えるものとする。

４ 第１項及び前項に規定する要原価監査契約変更通知書及び原価監査担当変更区分

通知書並びに原価監査変更実施要領通知書の様式は、別記様式第５号及び別記様式

第２号並びに別記様式第６号に定めるとおりとする。ただし、別記様式第５号及び

別記様式第２号並びに別記様式第６号によることができないと認められる場合にあ

っては、当該様式を適宜修正して使用することができる。

（会計単位が異なる事業所等への原価監査）

第１４条 物別官室長は、契約事務要領第６０条第１項に規定する協議を行うに当た

っては、原価監査を行うことを予定している契約相手方（原価監査を行うことを予

定している下請負者を含む。以下同じ ）の会計単位（契約相手方の決算及び決算。

報告の単位をいう ）が、複数の事業部、工場又は事業所ごとに設定されている場。



合で、２以上の会計単位について原価監査の実施を必要と認める場合には、主たる

会計単位と従たる会計単位を決定の上、従たる会計単位についても原価監査に必要

な事項を記載するものとする。

（契約書に原価監査協議の内容と異なる記載をする場合の措置等）

第１５条 物別官室長は、前条の規定により協議した事項を変更して契約を締結しよ

うとする場合には、契約事務要領第８７条第１項の規定により契約相手方から契約

書を提出させる前までに、再協議の必要性について原価管理官と調整するものとす

る。ただし、確定目途日又は資料等の提出日を変更する場合であって、原価監査の

対象期間及び原価監査報告書の提出期限を変更する必要があるときは、変更後の内

容を要原価監査契約通知書の記事欄に記載することにより、当該変更部分の調整を

省略することができる。

２ 前項の規定は、契約の変更に伴って前条の規定により協議した事項を変更する場

合に準用する。この場合において 「要原価監査契約通知書」とあるのは「要原価、

監査契約変更通知書」と 「記事欄」とあるのは「変更内容欄」と読み替えるもの、

とする。

（下請負承認に伴う措置等）

第１６条 物別官室長は、契約事務要領第１２０条により、原価監査を付すことを条

件に下請負の承認を受け、その承認書に契約事務要領第１２１条第３項により決裁

を受けた取決め文書を添付し原価管理官に送付した場合には、要原価監査契約変更

通知書の作成を省略することができる。

２ 第１３条第３項の規定は、前項の通知を受けた場合に準用する。

（覚書等を交換した場合の措置）

第１７条 物別官室長は、契約事務要領第４７条の規定により契約相手方と覚書等を

交換した場合には、所要部数を添付の上、原価管理官に送付するものとする。

２ 原価管理官は、前項の規定及び契約事務要領第１２１条の規定により送付を受け

た場合には、当該書類を添付の上、補助者に送付するものとする。

（契約の解除に伴う措置等）

第１８条 物別官室長は、契約事務要領第２８０条、第２８２条及び第２８４条によ

り要原価監査契約に係る契約を解除した場合には、契約の解除に関する合意書又は

契約解除通知書（以下「合意書等」という ）の写しを原価管理官に送付するもの。

とする。

２ 原価管理官は、前項の規定により合意書等を受領した場合には、要原価監査契約

解除通知書を作成し、所掌の補助者に送付するものとする。要原価監査契約解除通

知書の作成については、第１０条の規定を準用する。この場合において第１０条第

１項中「原価監査担当区分通知書」とあるのは「要原価監査契約解除通知書」と、

「契約書の副本」とあるのは「契約の解除に関する合意書」又は「契約解除通知書



」と読み替えるものとする。

３ 前項の規定により要原価監査契約解除通知書を受領した補助者は、第１１条第３

項の規定により変更指令を行うものとする。この場合において 「区分通知書等」、

とあるのは「要原価監査契約解除通知書」と読み替えるものとする。

４ 前項に規定する要原価監査契約解除通知書の様式は、別記様式第７号に定めると

おりとする。

第３章 原価監査の準備

（原価監査指令の内容の確認）

第１９条 原価監査官等は、原価管理官又は補助者から原価監査指令書の交付を受け

た場合には、速やかに契約条項等、仕様書等及び原価監査実施要領その他原価監査

の実施について必要事項を確認しなければならない。

（原価監査の実績の調査）

第２０条 原価監査官等は、前条の確認に当たり原価監査指令書の内容と同種又は類

似する原価監査の実績の有無を調査しなければならない。

２ 原価監査官等は、前項の調査の結果、同種又は類似する原価監査の実績のある場

合には、原価監査の実施において当該原価監査報告書及び関係記録を考慮しなけれ

ばならない。

（契約相手方との協議等）

第２１条 原価監査官等は、原価監査を円滑に行うため、次条の原価監査計画書の作

成に先だち次の各号に掲げる事項について契約相手方と協議を行わなければならな

い。

（ 。⑴ 原価監査の実施範囲 原価監査の費目の範囲及び原価監査の対象期間等をいう

以下同じ ）。

⑵ 原価監査の種類（継続監査の場合は、継続監査の対象期間を含む ）。

⑶ 契約相手方の資材、工程、製造等の計画

⑷ 契約相手方の原価計算規則等

⑸ 原価計算規則の運用状況調査に係る事項

⑹ 原価監査に必要な資料の閲覧及び複写に係る事項並びに提出期日等

⑺ 生産の実態を示す生産管理資料の保管

⑻ 原価監査に必要な契約相手方の製造現場等への随時立入りに係る事項

⑼ 契約相手方の情報システムの内容に係る事項

⑽ 前号の情報システムに係るログ（履歴）の内容に係る事項

⑾ 契約相手方の事情により協議の内容が変更された場合の措置

⑿ その他原価監査に必要な事項

２ 前項第２号に掲げる原価監査の種類について協議する場合は、次の各号に掲げる

基準に基づき行うものとする。



⑴ 契約の履行期間が２会計年度以上に及ぶもの又は製品費に加え、初度費につい

、 。ても原価監査を行うとされている場合は 原則として継続監査によるものとする

⑵ 前号以外については、最終監査によるものとする。

３ 物別官室長又は補助者は、第１項の協議の結果、契約相手方から必要な手続が求

められた場合には、これに応じるものとする。

４ 物別官室長又は補助者は、第１項の協議の結果、十分な原価監査が実施できない

と判断した場合には、その旨を原価管理官に通知するものとする。

５ 原価管理官は、前項の通知を受けた場合には、速やかに所掌の物別官室長に通知

するとともに、長官に報告し、経費率の適用に関することその他必要な事項につい

て長官の承認を受けて処理するものとする。

（原価監査計画書の作成）

第２２条 原価監査官等は、原価監査を計画的、かつ、能率的に行うため、原価監査

指令書の内容の確認及び契約相手方との協議等を終えた後、速やかに原価監査計画

書を作成し、補助者の承認を受けるものとする。ただし、調達事業部に所属する原

価監査官等にあっては、原価管理官の承認を受けるものとする。

２ 原価監査官等は、前項の承認を受けた場合には、速やかに当該原価監査計画書の

写しを原価管理官に送付するものとする。

３ 第１項の原価監査計画書には、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を記載す

るものとする。

⑴ 原価監査対象

⑵ 原価監査の実施範囲

⑶ 原価監査の種類（継続監査の場合は、継続監査の対象期間を含む ）。

⑷ 原価監査官等の担当区分

⑸ 原価監査の日程及び場所

⑹ 原価監査の手順

⑺ 原価計算規則の運用状況調査に関する事項

⑻ 原価監査報告書提出期限

⑼ 原価監査実施上考慮すべき事項

ア 原価計算制度の確認

イ 前払金の調査

ウ 他の地方防衛局等に依頼すべき事項

エ 監督官又は検査官に支援を依頼する事項

⑽ その他必要な事項

４ 原価監査官等は、原価監査指令の変更又は契約相手方の製造等の計画の変更によ

り原価監査計画書を変更する必要があると認める場合には、速やかに原価監査計画

書を変更するものとする。



５ 第１項及び第２項の規定は、前項の規定により原価監査計画書を変更した場合に

準用する。

６ 第１項及び第４項に規定する原価監査計画書の様式は、別記様式第８号に定める

とおりとする。

（原価監査実施の通知）

第２３条 原価監査官等は、前条第１項の規定により承認を受けた原価監査計画書に

基づき、原価監査を実施するものとする。

２ 原価監査官等は、原価監査の実施に当たり、契約相手方に対し次の各号に掲げる

事項について通知し、原価監査の実施について協力を求めるものとする。

⑴ 提出書類の名称、内容及び様式並びに提出期限

⑵ 原価監査の実施日程及び提示を求める内部証拠資料

⑶ 原価計算規則の運用状況の調査

⑷ その他原価監査の実施において、契約相手方が処理等を要する事項

（管轄区域外における原価監査の依頼等）

第２４条 補助者は、原価監査実施要領において、原価監査の対象である契約相手方

の事業所、工場等が他の地方防衛局等の管轄区域とされている場合には、原価監査

依頼書を作成し、必要な書類を添付の上、当該管轄区域を所掌する補助者に依頼す

るとともにその写しを原価管理官に送付するものとする。

２ 原価監査依頼書を作成した要原価監査契約について、要原価監査契約解除通知書

を受領した場合は、原価監査変更依頼書を作成するものとする。原価監査変更依頼

書の作成については、前項の規定を準用するものとする。

３ 第１１条、第２２条及び前条の規定は、前項の規定により原価監査の依頼を受け

た場合に準用する。この場合において、第１１条中「前条第１項の規定により区分

通知書又は区分通知書に代わる文書（以下「区分通知書等」という ）による原価。

監査の通知を受けた場合には、速やかに当該区分通知書等に基づき」とあるのは、

「第２４条第１項の規定により依頼を受けた場合には、速やかに当該原価監査依頼

書に基づき」と読み替えるものとする。

４ 原価監査の依頼の実施に当たっては、依頼元及び依頼先の補助者間で十分な調整

を実施し、原価監査事務の円滑処理に努めるものとする。

５ 第１項及び第２項に規定する原価監査依頼書の様式は、別記様式第９号に定める

とおりとする。

第４章 原価監査の実施等

（容認の基準）

第２５条 原価監査官等は、契約相手方が契約の履行のため支出し、又は負担した費

用であって次の各号に掲げる事項に該当する場合には、原価として容認するものと

する。ただし、契約条項等及び仕様書等において特に容認すべき事項として原価費



目、原価の賦課又は配賦等を定めたものにあっては、当該事項に関してはその定め

たところによる。

⑴ 毎期継続して適用され、かつ、すべてのものに対して公正に同一の基準により

実施されるものであって、継続性の原則及び単一性の原則に従って処理されたも

の

⑵ 計算手続が正当かつ正確であって、真実性の原則及び発生主義の原則に従って

処理されたもの

⑶ 計算額の賦課又は配賦が証拠書類その他の資料によって証明されるもの

⑷ 正常な状態における経営活動を前提として発生したもの

（否認の基準）

第２６条 原価監査官等は、前条の容認の基準に該当しないもの又は契約条項等及び

仕様書等において特に否認事項として定めたもののほか次の各号の一に掲げる事項

に該当する場合には、原価として否認するものとする。

⑴ 事業の経営目的に関連しないと認められるもの

⑵ 異常事態であると認められるもの

⑶ 装備品等及び役務の調達の特性上関連しないと認められるもの

⑷ その他利益をもって支弁することを適当とするもの

（保留の基準）

第２７条 原価監査官等は、原価監査において次の各号の一に該当する場合には、容

認又は否認の判定を保留し、これを保留額とするものとする。

⑴ 否認額とすることを適当と認められるときで契約相手方の合意を得られないも

の

⑵ 未確定金額に係る仮計上額で後日確定するもの又は未確定事項として後日確定

することが適当であるもの

⑶ 原価性を認めたもので賦課額又は配賦額を決定することが困難であるもの

２ 原価監査官等は、前項第１号に該当する場合には、契約相手方の意思に反して、

否認額を正当化する資料、証拠等を提出若しくは提示させ、又は説明させてはなら

ない。

、 、 、３ 原価監査官等は 第１項第３号に該当する場合には 契約相手方の意思に反して

原価性を認めた費用を特定の製品又は契約ごとに直接的に集計し直させてはならな

い。

（原価監査官等の事務）

第２８条 原価監査官等は、第４条の原価監査の基準及び範囲に基づき、要原価監査

契約に係る実際原価又は実際価格の適否を審査するため、必要な諸記録の調査及び

事実の確認を行い、当該実際原価又は当該実際価格について前３条に定める容認、

否認又は保留の基準に従い適正に区分するものとする。



２ 原価監査官等は、前項の規定により区分した結果、実際の原価が契約の締結時に

予定していた原価に対して大幅にかい離している場合には、その要因について調査

及び確認を行うものとする。

３ 前項に規定する調査及び確認について、契約相手方に分析を依頼する場合には、

契約相手方が契約の締結前に見積もった価格又は契約の締結後に原価の管理等の目

的で再度見積もった価格と実際価格との比較によるものとし、契約相手方にとって

過度に負担となるものであってはならない。また、契約相手方が原価の管理等を行

っている場合には、当該管理資料を活用するなど、効率的な原価監査の実施に努め

るものとする。

４ 物別官室長又は補助者は、前３項に規定する事務を実施するに当たり、必要があ

ると認める場合には、第三者を活用することができる。

（継続監査の方法）

第２９条 原価監査官等は、第２２条に規定する原価監査計画書において、原価監査

の種類を継続監査とした場合には、次の各号の定めるところにより継続して監査を

行うものとする。

⑴ 原価監査対象期間の中途において、第２１条に規定する協議の結果に基づき、

随時又は定期的に実施するものとし、契約相手方から実際原価に関する集計表及

び関係書類を提出させ、これに基づいて原価監査を実施する。ただし、関係書類

、 。の確認は 事前に通知又は調整を行うことなく臨時に行うよう努めるものとする

⑵ 原価監査対象期間の終了後において、契約条項に定める期日までに契約相手方

から実際原価計算書又は実際価格計算書及び関係書類を提出させ、これに基づい

て原価監査を実施する。ただし、超過利益返納条項付契約において契約相手方が

契約金額超過見込計算書を提出した場合は、当該計算書に基づいて原価監査を実

施する。

⑶ 定期的に原価監査を実施する場合は、第１号ただし書の規定により行う確認の

頻度を高めるように努めるものとする。

２ 前項第２号に規定する実際原価計算書、実際価格計算書及び契約金額超過見込計

算書の様式は、別記様式第１０号に定めるとおりとする。ただし、別記様式第１０

号によることができないと認められる場合にあっては、必要に応じ、当該様式を適

宜修正して使用することができる。

（最終監査の方法）

第３０条 原価監査官等は、第２２条に規定する原価監査計画書において、原価監査

の種類を最終監査とした場合には、次の各号に定めるところにより、原価監査を行

うものとする。

⑴ 契約条項等に定める期日までに契約相手方から実際原価計算書又は実際価格計

算書及び関係書類を提出させ、これに基づいて行うものとする。ただし、超過利



益返納条項付契約において契約相手方が契約金額超過見込計算書を提出した場合

は当該計算書に基づいて行うものとする。

⑵ 原価監査対象期間の中途においても、契約相手方から実際原価に関する資料を

提出させ、これに基づいて原価監査を実施することができるものとする。

なお、関係書類の確認は、事前に通知又は調整を行うことなく臨時に行うよう

努めるものとする。

２ 前項第１号に規定する実際原価計算書、実際価格計算書及び契約金額超過見込計

算書の様式は、前条第２項の規定を適用する。

（原価監査実施の特例）

第３１条 原価監査官等は、超過利益返納条項付契約において契約相手方が提出した

実際価格計算書又は契約金額超過見込計算書に基づき原価監査を実施中に容認した

実績原価から超過利益がないと認められるときは、以後の原価監査を打ち切ること

ができる。

２ 原価監査官等は、前項の規定により原価監査を打ち切る場合には、あらかじめ原

価管理官及び所掌の物別官室長と調整を行うものとする。

（フロアチェックの実施）

第３２条 原価監査官等は、原価監査の対象となる契約相手方に対し、計上された工

数の正確性の審査を行うため、原価監査実施準則に基づき、フロアチェックを実施

するものとする。

２ 補助者は、契約相手方の会計単位が同じである他の事業部、工場又は事業所が管

轄区域外にある場合には、フロアチェックの実施を第２４条の規定に準じて、他の

補助者に依頼することができる。

（手順書の作成）

第３３条 原価監査官等は、契約相手方の業態、契約の種類、装備品等の特性等の実

情を考慮の上、フロアチェック実施に係る手順書を作成し、原価監査の指令を行っ

た原価管理官又は補助者の承認を受けるものとする。

２ 前項に規定する手順書は、必要に応じ契約相手方、契約相手方の工場若しくは事

業部等の組織又は装備品その他の特性ごとにそれぞれ作成するものとする。

３ 原価監査官等は、第１項の手順書を作成又は改正したときは、その写しを原価管

理官に送付するものとする。

（フロアチェック実施計画書の作成）

第３４条 原価監査官等は、毎年度当初に工程表の作業計画に基づきフロアチェック

の日程、対象原価部門、実施場所、手法及びその他必要な事項を計画したフロアチ

ェック実施計画書を作成し、原価監査の指令を行った原価管理官又は補助者若しく

はその委任を受けた者の承認を受けるものとする。

なお、フロアチェックの手法は、契約相手方の業態、契約の種類及び装備品等の



特性等の実情並びに実施場所の事情を考慮の上決定するものとする。また、実施計

画書の日程は、実施の月又は週までを計画するものとする。

２ 前項のフロアチェック実施計画書の作成に当たっては、実施しようとする手法を

考慮の上、必要な範囲内の調整を契約相手方と行うものとする。

、 、３ 原価監査官等は 第１項のフロアチェック実施計画書を作成又は改正したときは

その写しを原価管理官に送付するものとする。

（実施結果の送付）

第３５条 原価監査官等は、フロアチェックを実施した場合には、その実施結果を原

価監査の指令を行った原価管理官又は補助者若しくはその委任を受けた者に報告す

るとともに、その写しを原価管理官に速やかに送付するものとする。

（原価監査実施における疑義）

第３６条 原価監査官等は、原価監査の実施に当たり契約条項等、仕様書等及び原価

監査実施要領に定める事項について疑義を生じた場合には、当該疑義について文書

をもって補助者に報告するものとする。ただし、調達事業部に所属する原価監査官

等にあっては、原価監査に関する疑義伺を作成し、原価管理官に送付するものとす

る。

２ 補助者は、前項の報告を受けた場合には、内容を検討し、必要があると認める場

合には、原価監査に関する疑義伺を作成し担当官（原価管理官気付）に送付するも

のとする。

３ 原価管理官は、第１項ただし書及び前項に規定する疑義伺の送付を受けた場合に

は、当該疑義の内容を検討し、関係の物別官室長と調整の上、原価監査に関する指

示書を作成し、担当官の承認を受けて補助者又は調達事業部に所属する原価監査官

等に送付するものとする。

４ 補助者は、前項の規定により指示書の送付を受けた場合には、当該指示書を原価

監査官等に交付するものとする。

５ 第１項ただし書及び第２項に規定する原価監査に関する疑義伺の様式は別記様式

第１１号に、第３項に規定する原価監査に関する指示書の様式は別記様式第１２号

に定めるとおりとする。

（契約条項に定める債務の不履行）

第３７条 原価監査官等は、原価監査の実施に当たり、契約相手方が原価監査の実施

について規定した契約条項に同意せず、若しくはその一部若しくは全部の適用に応

じなかった場合又は当該契約条項に定める債務の一部若しくは全部を履行しなかっ

た場合には、その旨を原価管理官に通知するものとする。ただし、指令を受けた原

価監査官及びその他の職員にあっては、補助者を経て原価管理官に報告するものと

する。

２ 原価管理官は、前項の通知又は報告を受けた場合には、速やかに所掌の物別官室



長に通知するとともに、調達管理部長及び調達事業部長を経て長官に報告し、経費

率の適用に関することその他必要な事項について長官の承認を受けるものとする。

３ 原価管理官は、前項の承認を受けた事項について原価監査官等に通知するものと

する。ただし、指令を受けた原価監査官及びその他の職員に通知する場合にあって

は補助者を経て通知するものとする。

第５章 原価監査の報告及び審査

（原価監査報告書の作成等）

第３８条 原価監査官等は、原価監査を完了した場合又は第３１条の規定により原価

監査を打ち切った場合には、実績原価又は実績価格と契約締結時の計算価格との差

異を分析した上で原価監査報告書を作成し、当該報告書に次の各号に掲げる書類を

添付の上、補助者に提出するものとする。ただし、調達事業部に所属する原価監査

官等にあっては、原価管理官に提出するものとする。

⑴ 超過利益返納条項付契約に係るものであるときは実際価格計算書又は契約金額

超過見込計算書

⑵ 履行後確定条項付契約に係るものであるときは実際価格計算書

⑶ 中途確定条項付契約に係るものであるときは実際原価計算書

⑷ 前３号に定めるもののほか、契約条項等又は原価監査実施要領で特に指定した

書類

２ 補助者は、前項の原価監査報告書の提出を受けた場合には、当該報告書の内容を

確認し、報告書の詳細及び前項の規定に基づき分析した結果がわかる資料と合わせ

て原価管理官に送付するものとする。ただし、第２４条第１項に規定する依頼によ

り行われた原価監査に係る原価監査報告書については、依頼を行った補助者に送付

するものとし、原価管理官への送付は依頼を行った補助者が行うものとする。

３ 原価監査報告書の様式は、別記様式第１３号に定めるとおりとする。

（継続監査の結果に関する報告）

第３９条 原価監査官等は、第２９条第１項第１号の規定により、契約の中途におい

て監査を実施した場合には、当該監査の結果について、原価監査の指令を行った原

価管理官又は補助者に対し報告するものとする。

（原価監査報告書の審査）

第４０条 原価管理官は、第３８条の規定により原価監査報告書の送付を受けた場合

には、当該報告書の内容について、契約条項等、仕様書等、原価監査実施要領及び

容認又は否認の基準等と照合し、その適否を審査しなければならない。

２ 原価管理官は、前項の審査に当たり疑義があると認める場合には、補助者又は調

達事業部に所属する原価監査官等に意見を求めるものとする。

（保留事項等の処置）

第４１条 原価管理官は、原価監査報告書に保留事項等があり、当該事項の処置につ



いて必要があると認める場合には、物別官室長と協議の上、適切な処置をとらなけ

ればならない。

（原価監査報告書の報告）

第４２条 原価管理官は、原価監査報告書の審査を終了した場合には、当該報告書を

所掌の物別官室長に送付するものとする。

２ 所掌の物別官室長は、前項の原価監査報告書の送付を受けた場合には、担当官に

報告するものとする。

３ 所掌の物別官室長は、報告後、当該報告書を原価管理官に送付するものとする。

第６章 雑則

（原価監査報告書以外の報告）

第４３条 原価監査官等は、原価監査の実施中において、次の各号に掲げる事実を発

見した場合には、速やかに順序を経て担当官（原価管理官気付）に報告するものと

する。

⑴ 契約相手方の採用している会計制度等が適正な原価の確認に重大な支障をおよ

ぼすと認めたとき。

⑵ 契約の前提となった諸条件に著しい変動を生じたとき。

⑶ 契約条件の表現等に不具合があり、かつ、契約条項等又は契約金額の改訂を行

う必要があると認めたとき。

⑷ 今後の契約の原価に重大な影響を及ぼすと認められる事実を発見したとき。

⑸ 第３条第２項第１号に規定する継続監査又は第２１条第１項に規定する契約相

手方との協議若しくはその変更により下請負者又は管轄区域外の事業所等に対し

ても原価監査を行う必要があると認めるとき。

２ 原価管理官は、前項の報告を受けた場合には、必要に応じ当該文書の写しを関係

する物別官室長に送付するものとする。

３ 原価管理官は、必要に応じ第１項の報告に対するその後の措置について、補助者

に通知するものとする。

（大臣官房長等からの原価監査の依頼）

第４４条 原価管理官は、大臣官房長等から原価監査の実施について依頼を受けた場

合には、所掌の補助者と必要な調整を行い、当該契約に係る原価監査実施要領を作

成し、当該原価監査実施要領について原価監査実施要領承認伺書により当該原価監

査の実施について長官の承認を受けるものとする。

２ 前項に規定する長官の承認を受けた場合の原価監査の実施については、この要領

の規定に準じて行うものとする。

３ 第１項に規定する原価監査実施要領承認伺書の様式は、別記様式第１４号に定め

るとおりとする。

（原価監査事務に関する協力）



第４５条 原価管理官及び原価監査事務に関わる職員は原価監査事務の円滑な遂行を

図るため、相互に協力を行うものとする。

２ 原価管理官は、原価監査事務の統一を図るため、原価監査事務に関わる職員に対

し、専門的事項に係る指導を行うものとする。

３ 原価管理官は、地方防衛局等で実施する原価監査について、必要に応じ地方防衛

局等において原価監査に係る業務指導を実施するものとする。

（承認又は報告等の特例）

第４６条 この事務要領において、物別室長が確認又は決裁を受ける際、所属の物別

官については、合議を要しないものとする。

（経過措置）

第４７条 この事務要領で規定される別記様式は、当分の間、この事務要領の施行前

に規定されていた別記様式を適宜修正して使用することができる。

２ この事務要領の施行の日前に規定されていた別記様式により既に送付又は提出さ

れた書類等については、この事務要領の規定により防衛装備庁に提出されたものと

みなす。

３ この事務要領の施行の日前の規定により行われた手続は、別段の定めのあるもの

を除き、この事務要領の規定により行われた手続とみなす。

（ 、 、４ この要領の規定により作成することとされている書類等 書類 調書その他文字

図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下同じ ）については、当該書類等に記載すべき事項を記録した。

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、防衛装備庁行政文書管理細則について（装官

総第５０８５号。令和４年３月３１日）第１章第４第１項第１号オに規定する業務

（ 「 」 。） 。 。）システム 以下 業務システム という により作成したものをいう 以下同じ

の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当

該電磁的記録は当該書類等とみなす。

５ この要領の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録をもっ

て作成されている場合には、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法であっ

て、業務システムを活用するものをいう。次項において同じ ）をもって行うこと。

ができる。この場合において、当該書類等への押印の措置は不要とする。

６ 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類

等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録が

された時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。



別記様式第１号（第６条関係）

要原価監査契約通知書

第 号

発 簡 年 月 日

調達管理部原価管理官 殿

調達事業部○○官(室)長

要原価監査契約を下記のとおり締結したので通知する。

記

調達要求番号

品 名

数 量

契 約 金 額

契 約 相 手 方
（下請負者）

製 造 工 場
（下請負者）

納 期

契 約 方 式

契 約 方 法

記 事

添付書類：契約書（副本）及び付属書類



別記様式第２号（第10条及び第13条関係）

第 号

発 簡 年 月 日

原価監査担当（変更）区分通知書

（選択）＊１ 殿

防衛装備庁支出負担行為担当官の命により

防衛装備庁調達管理部原価管理官

原価監査の担当（変更）区分について、下記のとおり通知する。

記

１ 調 達 要 求 番 号

２ 品 名

契約相手方及び
３

原価監査実施場所

添付書類：契 約 書

覚 書

原価監査実施要領

そ の 他

〔記載要領〕

（選択）＊１：装備部長、調達部長、支局長又は事務所長のいずれかを記入



別記様式第３号（第11条及び第12条関係）

原価監査指令○○第 号

発 簡 年 月 日

原 価 監 査 指 令 書

（選択）＊２ 殿

防衛装備庁支出負担行為担当官の命により

（選択）＊１

下記のとおり原価監査を指令する。

記

調 達 要 求 番 号

品 名

契 約 金 額 ￥

契 約 相 手 方

数 量

納 期

報 告 書 提 出 期 限

契 約 方 法

実 施 基 準 別添原価監査実施要領による。

担当区分通知書番号 第 号

記 事

添付書類：契約書（副本）１部

原価監査実施要領

〔記載要領〕

（選択）＊１：装備部長、調達部長、支局長、事務所長又は防衛装備庁調達管理部原

価管理官のいずれかを記入

（選択）＊２：原価監査官等名を記入



別記様式第４号（第11条及び第12条関係）

原価監査指令○○第 号

発 簡 年 月 日

原価監査変更指令書

（選択）＊２ 殿

防衛装備庁支出負担行為担当官の命により

（選択）＊１

原価監査指令○○第 号を下記のとおり変更する。

記

調達要求番号

品 名

契 約 相 手 方

変 更 内 容

添付書類：

〔記載要領〕

（選択）＊１：装備部長、調達部長、支局長、事務所長又は防衛装備庁調達管理部原

価管理官のいずれかを記入

（選択）＊２：原価監査官等名を記入



別記様式第５号（第13条関係）

要原価監査契約変更通知書

第 号

発 簡 年 月 日

調達管理部原価管理官 殿

調達事業部○○官(室)長

要原価監査契約について下記のとおり変更を行ったので通知する。

記

調達要求番号

品 名

契 約 相 手 方

変 更 内 容

添付書類： 選択）*１（

〔記載要領〕

（選択）*１： 変更契約書（副本 」又は「契約に関する変更通知書」のいずれかを「 ）

記入。



別記様式第６号（第13条関係）

第 号

発 簡 年 月 日

原価監査変更実施要領通知書

（選択）*１ 殿

防衛装備庁支出負担行為担当官の命により

防衛装備庁調達管理部原価管理官

要原価監査契約について、下記のとおり変更を行ったので通知する。

記

調 達 要 求 番 号

品 名

契約相手方及び
原価監査実施場所

変 更 内 容

添付書類： 選択）*２（

原価監査変更実施要領

〔記載要領〕

（選択）*１：装備部長、調達部長、支局長又は事務所長のいずれかを記入。

（選択）*２： 変更契約書（副本 」又は「契約に関する変更通知書」のいずれかを「 ）

記入。



別記様式第７号（第18条関係）

第 号

発 簡 年 月 日

要原価監査契約解除通知書

（選択）＊１ 殿

防衛装備庁支出負担行為担当官の命により

防衛装備庁調達管理部原価管理官

要原価監査契約について、下記のとおり解除されたので通知する。

記

１ 調 達 要 求 番 号

２ 品 名

契約相手方及び
３

原価監査実施場所

添付書類： 選択）＊２（

〔記載要領〕

（選択）＊１：装備部長、調達部長、支局長又は事務所長のいずれかを記入。

（選択）＊２： 契約の解除に関する合意書」又は「契約解除通知書」のいずれかを「

記入。



別記様式第８号（第22条関係）

原 価 監 査 計 画 書

作 成 年 月 日

（選択）＊１

１ 原価監査対象

(1)調 達 要 求 番 号

(2)原価監査指令番号

(3)品 名

(4)契 約 金 額

(5)数 量

(6)契 約 相 手 方

(7)最 終 納 期

２ 原価監査の実施範囲

３ 原価監査の種類

４ 原価監査官等の担当区分

５ 原価監査の日程及び場所

６ 原価監査の手順

７ 原価計算規則の運用状況調査に関する事項

８ 原価監査報告書提出期限

９ 原価監査実施上考慮すべき事項

10 その他

〔記載要領〕

（選択）＊１：原価監査官等名を記入



別記様式第９号（第24条関係）

発 簡 記 号 番 号

発 簡 年 月 日

原価監査（変更）依頼書

（選択）＊１ 殿

（選択）＊１

下記のとおり原価監査（変更）を依頼する。

記

１ 原価監査対象契約品名

２ 原価監査対象会社名

３ 契 約 金 額

４ 契 約 方 法

５ 監 査 項 目

６ 実 施 基 準

７ 報告書送付希望期限

８ 原価監査（変更）依頼根拠

９ その他特記事項

添付書類：

写送付先：原価管理官

〔記載要領〕

（選択）＊１：地方防衛局長又はその委任を受けた職員の官職名を記入



別記様式第10号（第29条関係）

実 際 原 価 計 算 書

（実 際 価 格 計 算 書）

（契約金額超過見込計算書）

調達要求番号

品 名

数 量 会社工場名

契 約 金 額

原 価 費 目 金 額 備 考

添付書類：製造原価突合表



別添

製 造 原 価 突 合 表

原 価原 価 費 目 原価元帳計上額 調 整 額 実際 計算書計上額
(価格)

１．直接材料費

２．加 工 費

３．直 接 経 費

（ 製 造 原 価 ）

原価
調整額は原価元帳計上額と実際 計算書計上額との差額とし、調整額の計上

(価格)

を必要とする理由及び算出根拠の明細書を添付すること。調整額のない場合は本表

の作成は必要としない。



別記様式第11号（第36条関係）

発 簡 記 号 番 号

発 簡 年 月 日

原価監査に関する疑義伺

防衛装備庁

（分任）支出負担行為担当官 殿

（原価管理官 気付）

（選択）＊１

下記事項に関し、疑義が生じたので指示されたい。

記

１ 調達要求番号

２ 品 名

３ 疑 義 項 目

４ 疑 義 内 容（具体的に記入のこと）

〔記載要領〕

（選択）＊１：装備部長、調達部長、支局長又は事務所長のいずれかを記入（防衛装

備庁にあっては原価監査官等名を記入）



別記様式第12号（第36条関係）

第 号

発 簡 年 月 日

原価監査に関する指示書

（選択）＊１ 殿

防衛装備庁

（分任）支出負担行為担当官

文書番号第 号（令和 年 月 日）による原価監査に関する疑義について下記の

とおり指示する。

記

添付資料

［記載要領］

（選択）＊１：装備部長、調達部長、支局長又は事務所長のいずれかを記入（防衛装

備庁にあっては原価監査官等名を記入）



別記様式第13号（第38条関係）

○○○○第〇〇－〇〇〇号

発 簡 年 月 日

原 価 監 査 報 告 書

防衛装備庁

（分任）支出負担行為担当官

殿

（選択）＊１

（選択）＊２

１ 原価監査対象の概要

(1)原価監査担当区分通知書番号

(2)原価監査指令番号

(3)調 達 要 求 番 号

(4)品 名

(5)契約金額及び数量

(6)契 約 相 手 方

(7)契約年月日及び納期

(8)製造期間及び製造概況

２ 原価監査実施の概要

(1)実 施 の 範 囲

(2)原価監査官等氏名及び担当区分

(3)実 施 期 間

(4)実施手続の概要

(5)監査結果の概要

(ｱ)容認の原価

(ｲ)否認の原価

(ｳ)保留の原価

３ 意見限定を要する事項

添付書類 (1)原価監査総括表

(2)否認額内訳表

(3)保留額内訳表

(4)実際原価（価格）計算書



〔記載要領〕

（ ） （ ）選択 ＊１：地方防衛局等の名称を記入 防衛装備庁にあっては物別官室名を記入

（選択）＊２：原価監査官等名を記入



原 価 監 査 総 括 表

原 価 費 目 会社計上額 容 認 額 否 認 額 保 留 額

否 認 額
内 訳 表

保 留 額

大 項 目 中 項 目 小 項 目 摘 要 金 額

、 。 、保留額については 別に原価監査官の意見を表明した書類を添付すること ただし

第27条第１号により保留とした場合は、これに加えて契約相手方の意見を表明した書

類を添付すること。



別記様式第14号（第44条関係）

原価監査実施要領承認伺書

調達要求番号 起 案 令和 年 月 日

品 名 決 裁 令和 年 月 日

契 約 金 額 実施要領番号：

超過利益返納契約
契 約

契約相手方 履 行 後 確 定 契 約
方 法

中 途 確 定 契 約

添 付 書 類 原価監査実施要領、契約書

伺文：上記契約に係る原価監査実施要領を別添（案）のとおり定めてよろしいか

伺う。

長官

調達管理部長


